
児
童
手
当
は
現
在
、
義
務
教
育
就

学
前
の
児
童
（
六
歳
到
達
後
最
初
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
児
童
）
を
対
象

に
支
給
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
手
当

て
は
所
定
の
手
続
き
（
認
定
請
求
書

の
提
出
）
を
し
な
け
れ
ば
支
給
さ
れ

ま
せ
ん
。
ま
た
、
受
給
者
は
毎
年
一

回
現
況
届
の
提
出
が
義
務
づ
け
ら
れ

て
い
ま
す
。
こ
れ
は
受
給
者
の
所
得

状
況
や
児
童
の
監
護
状
態
な
ど
を
確

認
す
る
た
め
の
も
の
で
す
。
こ
の
現

況
届
を
提
出
し
な
け
れ
ば
そ
の
年
の

六
月
以
降
の
児
童
手
当
が
支
給
さ
れ

ま
せ
ん
。
次
に
よ
り
忘
れ
ず
に
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

【
提
出
日
時
】

六
月
二
十
二
日（
火
）、
六
月
二
十

三
日
（
水
）
両
日
と
も
正
午
〜
午
後

七
時

【
提
出
場
所
】

役
場
第
一
会
議
室
（
役
場
と
な
り

車
庫
二
階
）

【
そ

の

他
】

児
童
手
当
を
受
給
し
て
い
る
保
護

者
の
皆
様
に
は
、
現
況
届
の
用
紙
を

送
付
い
た
し
ま
す
の
で
所
定
の
事
項

を
記
入
の
上
、提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
現
在
、
児
童
手
当
法
の
改
正

手
続
き
が
す
す
め
ら
れ
て
お
り
（
平

成
十
六
年
五
月
　
　
日
現
在
）、今
後
、

小
学
校
第
三
学
年
修
了
前
ま
で
児
童

手
当
の
支
給
が
拡
大
さ
れ
る
予
定
で

す
。
そ
の
た
め
、
支
給
事
務
処
理
の

関
係
上
、
平
成
十
六
年
度
に
小
学
校

に
入
学
さ
れ
た
児
童
（
平
成
九
年
四

月
二
日
生
ま
れ
〜
平
成
十
年
四
月
一

日
生
ま
れ
の
児
童
）
の
保
護
者
の
方

に
つ
い
て
も
、
現
況
届
を
提
出
し
て

も
ら
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
現
況
届

の
用
紙
を
該
当
す
る
各
保
護
者
の
方

へ
送
付
し
ま
す
の
で
、
先
の
日
程
に

よ
り
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、

不
明
な
点
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
福

祉
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆
問
い
合
わ
せ

福
祉
課
　
　
七
二
―
六
九
三
九

福
島
県
高
齢
者
総
合
相
談
セ
ン
タ

ー
で
は
、
高
齢
の
方
や
そ
の
ご
家
族

が
抱
え
て
い
る
心
配
事
や
悩
み
事
の

相
談
を
電
話
、
メ
ー
ル
等
で
お
受
け

し
て
い
ま
す
。
相
談
料
は
無
料
、
秘

密
は
厳
守
い
た
し
ま
す
。

【
一
般
相
談
】

生
活
・
福
祉
・
生
き
が
い
な
ど
に

つ
い
て

【
相

談

日
】

毎
週
月
曜
日
〜
金
曜
日

午
前
九
時
〜
午
後
五
時

【
専
門
相
談
】

年
金
・
法
律
・
税
金
な
ど
専
門
的

な
も
の
に
つ
い
て

予
約
制
に
な
っ
て
お
り
ま
す
の
で

お
気
軽
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆
問
い
合
わ
せ

福
島
県
高
齢
者

総
合
相
談
セ
ン
タ
ー

〇
二
四
│
五
二
四
│
二
二
二
五

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

choju@
fukushim

akenshakyo.
or.jp森

林
に
は
、
水
災
害
や
土
砂
崩
れ

を
防
ぐ
役
割
や
、
水
質
を
き
れ
い
に

す
る
働
き
な
ど
多
面
的
な
働
き
が
あ

り
ま
す
。

森
林
に
お
い
て
土
や
石
の
掘
り
出

し
、
木
の
伐
採
、
林
地
以
外
に
転
用

す
る
な
ど
土
地
の
形
質
を
変
え
る
開

発
行
為
が
無
秩
序
に
行
わ
れ
る
と
、

森
林
の
働
き
が
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ

が
あ
り
ま
す
。

そ
の
た
め
、
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
超

え
て
開
発
す
る
場
合
、
知
事
の
許
可

が
必
要
で
す
。
許
可
に
あ
た
っ
て
は

災
害
を
防
ぐ
働
き
へ
の
影
響
、
日
常

生
活
の
環
境
を
守
る
働
き
へ
の
影
響

が
な
い
か
を
審
査
い
た
し
ま
す
。

◆
問
い
合
わ
せ

県
中
農
林
事
務
所

森
林
土
木
グ
ル
ー
プ

〇
二
四
―
九
三
五
―
一
三
七
二

水
道
課
で
は
、
法
令
に

基
づ
き
実
施
し
た
水
道
水

の
水
質
検
査
結
果
を
、
そ

の
つ
ど「
広
報
お
の
ま
ち
」

に
掲
載
す
る
ほ
か
、
小
野

町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公

表
し
て
い
ま
す
。

四
月
に
実
施
し
た
水
質

検
査
結
果
は
表
の
と
お
り

で
す
。

な
お
、
水
質
検
査
項
目

や
水
質
基
準
値
、
検
査
頻

度
な
ど
が
平
成
十
六
年
四

月
一
日
よ
り
改
正
さ
れ
た

た
め
、
今
回
か
ら
検
査
結

果
表
の
検
査
項
目
な
ど
が

変
更
に
な
り
ま
す
。


